様式第1号(第3条関係)

課税保留等申立書
　　年　　月　　日
　　色麻町長　　　　様
申立人　住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　
納税義務者との関係　　　　　
　下記軽自動車等は次のとおりの状況ですので実状調査のうえ、処理くださるようお願いします。

　また、この申立書を提出後、下記申立の該当事項が消滅した場合は速やかにその旨を届けでます。
　また、今後運行の用に供する意思はありませんので私の責任において抹消登録をいたします。
	納税義務者
	住所
	氏名

	
	所有者
	　
	　

	
	使用者
	　
	　

	客体軽自動車等
	登　録　番　号
	車名・型式
	車台番号
	登録年月日

	
	　
　
	　
	　
	　

	
	抹消登録年月日
	検査証有効期間満了日
	自動車検査証
	登録番号標

	
	　
	　
	有・無
	有・無

	事由発生日
	　　　　年　　月　　日

	○　申立事項及び抹消登録ができない理由
　1　盗難・解体・滅失により軽自動車等を保有していない。
　2　破損又は焼失等により運行の用に供していない。
　3　納税義務者が所在不明である。
　4　軽自動車等が所在不明である。
　．理由
　　
　5　軽自動車等の譲受人が所在不明である。
　6　所有者が死亡し、相続人が不明である。
　7  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）


	申立人の本人確認
	1　運転免許証　2　健康保険証　3　パスポート　4　その他(　　　　　)


◎所要書類
	軽自動車等の態様
	所要書類

	解体により現存しない軽自動車等
	・課税保留申立書
・解体証明書

	滅失により現存しない軽自動車等
	・課税保留申立書
・事故発生場所を管轄する官公署に届け出た場合の当該届出があったことを証する書面

	破損又は焼失により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められる軽自動車等
	【原因が事故の場合】
・課税保留申立書
・警察署長の事故証明書
・写真等
【原因が焼失の場合】
・課税保留申立書
・消防署長のり災証明書
・写真等
【原因が火事以外の災害の場合】
・課税保留申立書
・写真等

	盗難により納税義務者が占有していない軽自動車等
	・課税保留申立書
・盗難届が提出された事実を証する書面

	納税義務者の所在が不明
	・家族、近隣者、行政区長等からの聞き取り書等

	軽自動車等の所在が不明
	・課税保留申立書

	納税義務者死亡で、相続人不明の軽自動車等
	・納税義務者の戸籍謄本等


※　その他必要に応じて、軽自動車等の運行不能又は軽自動車等の実在しないことを証する書類、写真等を添付する
印








